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I 本検 討会 の設置 の背景 日経緯

国民健康保険団体連合会 (以 下 「連合会」 とい う。)は、国民健康保険法第 8

3条によ り国民健康保険 (以下 「国保」 とい う。)の保険者である市町村及び国

民健康保険組合 (以 下 「国保組合」 とい う。)が共同 して目的を達成す るために

設立された公法人であ り、国保の診療報酬の審査支払業務、保険者事務の共同処

理に加え、平成 12年度か らは介護保険関係業務、平成 19年度か らは障害者 自

立支援関係業務、平成 20年度か らは後期高齢者医療関係業務、並びに特定健

診・保健指導 (以 下 「特定健診等」 とい う。)のデー タ管理業務を行 うな ど、幅

広 く市町村業務に関わつてきた。
f/1在 、連合会では、平成 23年 4月 か らの レセプ トの原員J電子請求化 とい う国

の方針への対応 として、業務の効率化、保険者支援機能の充実 。強化、利便性の

向上等を図ることを目的 としたレセプ ト審査支払システム等最適化 システム (国

保総合システム)(以下 「総合システム」とい う。)を平成 23年 5月 か ら稼動 さ

せることを目下最大の課題 として準備 を進めている。

2年後の平成 25年 5月 には、介護保険・障害者 自立支援システムの機器更改

を控えている。業務 を効率的に進 める上で不可欠なシステムは連合会共通システ

ムとして整備す ることが費用面での低減につながるが、一方でその費用の連合会

間の負担のあ り方が課題 となっている。

連合会 と社会保険診療報酬支払基金 (以 下 「支払基金」 とい う6)の あ り方に

ついては、行政刷新会議や規制改革会議において、統合あるいは競争の促進に関

し、様々な指摘がされてきた ところである。本年 4月 には、厚生労働省に 「審査

支払機関の在 り方に関する検討会」が設置され、審査支払機関の今後のあるべき

姿について組織・業務の両面から総合的な検討が進め られている。

そこでは常に全国一本の組織である支払基金 との比較が行われ、連合会間の協

調・連携、業務処理の効率化、査定率や手数料等のあ り方など業務運営について、

連合会の会員である国保保険者 は もとより被保険者更には国民一般 に対す るわ

か り易い説明が求め られている。

また、現政権の政策方針に基づ き、「高齢者医療制度改革会議」が設置 され、

平成 25年 4月 を目途に後期高齢者医療制度に代わ る新たな医療制度の創設に

ついて議論 されている。

同会議では、保険料負担の格差の解消 と安定的な運営を図るべ く、市町村国保

の都道府県単位化 についても議論が進められてお り、その結果は市町村保険者や

国保組合の連合体を前提 とした連合会のあ り方に対 しても大きな影響 を与えよ

うとしている。
このように連合会 を取 り巻 く環境が大きく変わろ うとする中で、連合会が今後

とも国民から信頼 され期待 される存在 となるためには、連合会 自身 も、保険者 と

十分に連携 し、その特性や実績を活か しつつ、既成の枠を超えて変わる必要があ

るのではないか。
このような視点か ら業務や組織のあ り方について具体的な検討を行 うため、国

民健康保険中央会 (以下 「中央会」 とい う。)に 「国保連合会将来構想検討会」

が設置 された。本検討会には、全連合会の常勤役員をメンバー とする 4分科会 (組

織体制のあ り方、連合会の規模別課題、審査支払のあ り方、保険者都道府県単位

化)を置 き、平成 22年 5月 の初会合以来、検討会 4回 (う ち合同会議 2回 )、

各分科会 2回 (※連合会の規模別課題のみ 3回)にわた り鋭意検討を行つてきた

ところである。



Ⅱ 報告 書 の位置付 け

この検討会は、今後の連合会における業務や組織のあるべき方向性について認

識を共有 し、連合会全体での取 り組みや個々の連合会の状況に応 じて対応する際

の指針づ くりを行 うものであるが、本報告書は、現段階でとりまとめができたも

の及び今後更に検討すべきものについて、中間的に整理 した ものである。今後、

連合会全体で取 り組むべき課題の具体化を図る際には、改めて連合会全体の合意

を得なが ら進 めるものである。

その際には、今後別紙のとお り制度改正等が想定 され るので、これも念頭に課

題の具体化に向けた検討 を進める:

Ⅲ 検討の中間 とりまとめ

4分科会の検討結果を踏まえた、本検討会の中間とりまとめは、以下のとおり

である。

1.組織体制のあ り方

(1)問 題意識

連合会は、総合システムを平成 23年 5月 に稼動させることとしているが、

これに伴い、現行業務体制の見直しや今後拡充等すべき業務を整理し、組織体

制のあり方、中央会の役割、公益法人改革への対応についても、検討する必要

があるのではないか。

(2)業 務体制の再構築

①  IT化 に伴う事務の効率化

これまで連合会の努力により、事務の効率化が行われてきているが、更に

総合システムの稼動により連合会における審査支払業務の効率化、保険者支

援機能の拡充 。強化、連合会職員等の業務負荷の軽減と利便性の向上、シス

テム開発効率の向上等による事務処理の一層の効率化のほか、費用負担の削

減 も見込まれる。

② 業務の IT化に伴う審査事務体制の見直 しと職員の再配置

総合システムによる業務の効率化に伴い、更に連合会職員等の業務負荷の

軽減が図られることが想定されるため、各連合会の状況に応じた審査事務体

制の見直しや審査担当職員の再配置の検討を進め、審査事務共助の充実や新

たな業務の拡充に向け、体制強化をしていくことが必要である。

なお、体制の見直 しや職員の再配置にあたつては、中央会の「モデル医療

機関を用いた処理時間の測定のためのソフ ト」等を参考とし、総合システム

稼動後の審査支払事務に係る業務量を算出するなど、予め十分な検証をした

上で対応することが望ましい。

‐
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(3)健やかに暮らせる地域づくりをめざす業務の拡充

連合会は、従来から国保及び後期高齢者医療に関する審査支払 と被保険者の

資格管理、特定健診等の保健事業等の保険者事務の共同処理を行 うとともに、

介護保険 。障害者 自立支援等地域に密着 した業務を担っている。

将来的に国保 と被用者保険は地域保険として一元的運用を図るという構想

が示されている中で、今後はこれまでのノウハウを活用 し、これからの健やか

に暮 らせる地域づくりに役立つよう更なる業務拡充に取 り組むことが必要で

ある。

① 健やかに暮 らせる地域づ くり支援

今後、更なる高齢化の進展が見込まれ ることから、連合会が保険者や住民

か ら、よ り信頼 され る存在 となるためには、住民が健やかに暮 らせ る地域づ

くりを積極的に支援することが必要であ り、地域の事情を踏まえ、以下のよ

うな業務に積極的に取 り組んでいくことが考えられ る。

ア.連合会保有データの有効活用

連合会は、国保、後期高齢者医療、特定健診等、介護保険等のそれぞれ

の給付等の情報を保有 してお り、それ ら情報を経年的に組み合わせて相互

に関連付けることな どにより、各被保険者や地域全体の状況把握や健康課

題を明確化 し、地域の保健、医療、介護水準の向上につなげる。

中央会は、連合会におけるこの取 り組みを効率的に実施す るための環境

構築 (KDB(KOKUHO DATA BASE)構 想)を行 う。

イ.保健事業関係業務

保健事業関係業務の成否は、保健師の活躍にかかつている。連合会保有

データの活用など、各保険者が単独で行 うより共同実施することによ り効

率的で効果的 となる取 り組みについて、限られた人数の保健師の力を最大

限引き出す必要がある。そのため保健師 と連合会事務職や他職種のマ ンパ

ワーが一体 となつた組織的な支援を行 うことをは じめ、市町村 レベルでの

地域住民の力を活かす活動の推進 を支援す る。

ウ.介護保険関係業務

介護保険の対象者が増加す る中で、介護費用をより活かすため、審査支

払機関であ り、苦情処理機関でもある連合会が保有す るデータ・情報 を活

用 して、保険者が取 り組む 「利用者に対する適切なサー ビス提供 となつて

いるか等の点検 (ケ アプランチェック)」 及び 「適正化システムを活用 し
｀
  た誤請求・不当請求等の点検 (縦覧点検 。医療情報 との突合 )」 を支援す

る。

② 保険者ニーズに対応 した効果的な業務への取 り組み

上記業務の他、保険者のニーズが高 く実質的な効果を見込むことができる

業務 として、以下のよ うな業務への取 り組みが考え られ る。

ア.第二者行為損害賠償求償業務

第二者行為損害賠償求償事務については、全連合会で行われてお り、審

査による査定 と同程度の財政効果をもたらしている。
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しか しなが ら、処理が年度を超えて繰越 されている事案もある。また今

後、高齢化の進展等により介護保険などでの取扱件数の増加が見込まれ る。

各連合会の状況に応 じて、円滑な処理が可能 となるよ う、体制整備を図

る。

イ .´ レセプ ト点検業務

連合会によるレセプ ト点検業務 (二次点検)の 実施は、レセプ ト管理シ

ステム等の導入によ り徐々に進められてきているが、点検業務 の範囲が連

合会により異なった り、実施体制等の問題で実施 しない連合会が存在する。

総合システム として全連合会に導入 され る「保険者 レセプ ト管理システ

ム」を活用 した点検や紙 レセプ トの点検 を行 うことにより、保険者負担の

軽減を図ることが必要である。

ウ.柔道整復療養費審査支払業務

47都道府県全ての連合会 において柔道整復療養費の審査 、または審

査 。支払に関する業務を受託 しているが、受託状況や受託業務の内容は全

国的に統一がなされていない。

支給申請書様式の統一等によつて全国決済制度の導入が可能 にな り、全

ての連合会で審査支払業務を受託することにより、保険者等の事務処理の

軽減が図られ ることとなるため、必要な環境整備を国に対 して求める。

工.保険料 (税)収納率向上支援

国保 は低所得者等が多い とい う制度の構造的な問題や景気の低迷、更に

後期高齢者医療制度の施行により、納付率の高い 75歳以上の高齢者が同

制度へ移行 したこと等により保険料 (税 )の収納率が低下 していることか

ら、保険者における収納率向上対策への支援に取 り組むことも検討すべき

である。

(4)中央会の役割・公益法人改革への対応

① 中央会の役割

中央会は、都道府県の連合会を会員 として構成される法人であり、システ

ム開発等のように連合会単位で行 うと非効率な事業や都道府県域では収ま

りきれない事業を実施 している。

[具体的な事業例]

○ 高額 レセプ トの特別審査

○ 連合会における審査支払の支援 。調整

○ 全国的なシステム開発、全国決済

○ 保健事業に対する支援

○ 超高額医療費の再々保険事業

○ その他連合会への支援 (研修、調査研究等 )

今後は将来の動きを見通 した問題提起、連合会全体の議論の場の提供 と、

議論のとりまとめ、更には国への要望や調整に積極的な役割を果たす必要が

ある。              ｀
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② 公益法人改革への対応

公益法人制度の抜本的改革については、関連三法 (※ )が平成 18年 6月

に公布 され、新制度が平成 20年 12月 に施行 されている。施行 日か ら5年

間は移行期間 とされ、現行の公益法人は、この期間内に必要な手続 きを行い、

新制度に移行することとなる。

中央会は上記の移行期間は特例民法法人 として位置づけられているが、平

成 25年 11月 までには 「公益社団法人」または 「一般社団法人」のいずれ

かを選択 しなければならない。両者には法人税法の扱いや事業内容の認定方

法に差異があ り、連合会や中央会にとつてのメ リッ トやデメリッ トを慎重に

見極めつつ更に準備 を進める。

※ 関連三法

○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

○ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

○ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律

2.連合会の今後のシステム整備のあり方

(1)問題意識     `
IT化の推進は連合会業務に不可欠 となっているが、その費用負担が年々高

額 となってお り、特に小規模連合会ほど負担が重 くなる傾向にある。

このため、各者5道府県に設置 されている47連合会の存在を前提 とし、シス

テム開発、機器整備、運用方法等について、今後の方向性 と負担のあ り方をど

のように考えるか。

(2)IT化 推進による業務処理 とシステム費用負担の現状

連合会は保険者か ら常々経費の削減が求められているところであ り、それぞ

れの努力で効率化に取 り組んでいる。また、全連合会に共通するシステム等に

ついては、中央会が開発 (標準システム)及び保守す ることにより効率化 を図

つているが、地域の実情 (保険者 ニーズ)に応 じたカスタマイズシステムにつ

いては、なお、連合会で対応 している。

標準システムに関する開発・保守に係 る負担は、連合会で取 り扱 うレセプ ト

件数の害J合でみると、規模が小 さい連合会ほど重 くなる傾向にある。

一方、審査支払機関のあ り方に関する議論においては全国一本の組織であ り、

統一システムによる業務処理の標準化、集約化を行い易い支払基金 と常に比較

される状況にあることにも留意す る必要がある。

(3)システム運用における負担の軽減策

システム運用 (※ 1)における負担を圧縮するためには、従来同様連合会 ご

とに機器・システムを保有 し運用する場合 (個別運用方式)と 共同で機器・シ

ステムを保有 し運用する場合 (共同運用方式)と を比較 しながら、以下のよ う

な負担軽減策を検討す る必要がある。

○ 運用を外部委託する
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○ 機器設置を共同 して行 う

〇 仮想化 (※ 2)、 クラウ ドといつた新 しい技術を活用 して、制度別シス

テムの統合による集約化や運用のグルー ピング等によ リシステム全体を

効率化する 等

なお、共同運用を行 う際には、各連合会で独 自に開発・運用 しているカスタ

マイズシステムについて、可能な範囲で標準化 を進めつつ、外付け対応等がで

きるよ うな仕組み とす る。

※ 1 システム運用 :構築 したシステムが円滑に稼動 し、利用者に対 して問題

な くサー ビス提供 できるよ う継続的に維持管理す るこ

と。

※ 2 仮 想 化 技 術 :単一のサーバを利用者か ら見ると複数のサーバであるか

のように扱 うことができる技術。連合会のシステムでは

従来業務システム毎にサーバ を用意 していたが、この仮

想化技術を使 うことにより、

①複数の業務システムを同一サーバ上で稼動させる

ことが可能となる。

②同一サーバ上で複数の連合会がそれぞれの事情に

応 じて業務システムを稼動させることができる。
これによリサーバ台数を削減できる。

(4)機器・システムの共同保有における諸課題

機器・システムを共同で保有 し共同でシステム運用を行 うためには、数年前

から実地検証を経て実運営が進められている自治体における動きも踏まえ、以

下のような課題について検討を進める。

①  コス ト

○ コス ト全体を削減するための方策

(新 しい技術 (仮想化、クラウド)の導入や業務の標準化など)

○ 各連合会の費用負担の方法

(件数割、均等割、両方の組み合わせ等。連合会の規模別課題に対応で

き、保険者の理解が得 られる合理的な算定を検討する。)

② 安全性・信頼性の確保

○ 導入システムの技術的観点からの安全性・信頼性の検証

③ 災害発生等への対応

○ 災害等の影響を最小限にする方策

○ バ ックアップ対応の範囲

④ 運営体制のあり方

機器・システムの保有を共同化 した場合、その運用管理を担当する組織や

責任の分界点をどのように考えるかを整理し、連合会間の合意を得る必要が

ある。
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○ 連合会 と中央会の関係

○ 運用管理組織の
。 運営方法 (運営委員会の設置等 )

。 事務処理体制 (対応人員、運営 コス ト等 )

○ 標準システム開発ベ ンダ、共同運用委託ベ ンダ及び各連合会の個別委託
ベ ンダ間の関係

(5)今後の具体的な検討の進め方

① 介護保険・障害者自立支援システム

介護保険・障害者 自立支援システムについては、平成 25年度に同時に機

器更改時期を迎え、システム機能も類似 しているためて次期機器更改の具体

化にあたつては以下の点について介護保険 。障害者 自立支援業務検討会にお

いて具体策を検討 した うえ、全連合会の合意形成を図る。

○ 安全性、信頼性、コス ト等を総合的に検討 し、介護 と障害者自立支援シ

ステムを統合 した上で、各連合会がそれぞれの事情に応 じ個別処理を維持

して業務を行えるようにすることを前提に機器・システムを共同で保有・

運用する。

○ 更に、仮想化技術の活用等により機器台数を縮減 し、機器導入及び運

用・保守に要する全体経費等の一層の削減を目指 して、全国一拠点化をは

じめとした拠点の集約化を図る等、共同運用体制を整備する。

○ 災害発生等の トラブルに対応するためバ ックアップセンターを設置す

る。

O KDB構 想等と連携のとれたものとする。

② 将来構想として医療 口介護 口障害者自立支援システム等の連合会業務全般

を一体的に行えるシステム構築に向けた検討

必要に応 じて順次整備、改修してきた従来のシステムを機器更改の時期を

捉えて、総合化、体系化 していく。

その際には将来の構想 として、医療・介護 。障害者自立支援等の連合会業

務を一体的に行 うシステムの構築等により、全体のコス トや職員の負担の削

減をめざし、制度設計の動向、各連合会の意向、技術の進歩などを勘案 しな

がら更なる検討を加えていく。

3.審査支払のあ り方

(1)問題意識

競争・統合に関するこれまでの議論を整理すると、規制改革推進のための 3

か年計画 (平成 19年 6月 22日 閣議決定)では審査支払機関間における受託

競争の促進が盛 り込まれている。一方、行政刷新会議 「事業仕分け」評決結果

(平成 21年 11月 11日 )では、競争促進のための環境整備が進んでいない

として連合会・支払基金の統合が指摘された。このような状況を受けて、厚生

労働省の 「審査支払機関の在 り方に関する検討会」で、競争または統合につい

ていろいろな観点から議論が行われている中で、連合会 。中央会はいかに対応

すべきか。

‐
7‐



(2)審査支払機関の競争可能な環境整備

連合会は審査支払業務 と保険者共同事務 を一体的に行ってきているが、支払

基金 は審査支払業務 と前期高齢者交付金や後期高齢者支援金等に関す る業務

を行 う等、組織の性格も役害1も 異なってお り、それぞれの沿革の中で、連合会

は組織全体で約 5, 500人 、支払基金は同 じく約 5, 250人 、計約 10,
750人 の正職員を擁 していることから統合には極めて課題が多 く、現実問題

として統合は困難である。

組織を統合するより、分立 した組織で互いに切磋琢磨できる関係 を保つ方が、

効率化 につなが り易い。

地域保険 として一元的運用 を図るとす る医療保険の将来構想を考えれば、こ

れまで医療保険、特定健診等などの保健事業、介護保険について保険者支援 を

行 つてきた実績のある連合会に統合するとい うのが 自然な考え方である。

審査支払機関のあり方論に対 しては、保険者 はもとより被保険者更には国民

一般にわか り易 く、理解 され、信頼 され る連合会の実現に向けた取 り組みに応

えることが何よりも大切であ り、この考え方を基本に競争可能 とす る環境整備

について取 りまとめを行つた。

① 連合会における取 り組み

ア.審査実績 口内容、手数料の公表

会員以外の保険者が連合会に委託す る場合の判断基準は、審査の実績 。

内容 と手数料であることからこれ らを公表 していく必要がある。審査の実

績の公表にあたつては、支払基金 との比較条件 を揃 えることが不可欠であ

るので、厚生労働省に対 し比較条件 を揃 えるよ う求めていく必要がある。

イ.査定率等評価指標の作成

比較の際の視点 として、比較がより適切に行われ るよう査定率以外に費

用対効果比、審査委員 1人あた り処理件数、審査委員 1人 あた り査定点数、

審査事務共助職員 1人 あた り取扱件数、返戻率、医療機関か らの再審査 申

立件数及び復活率、保険者からの再審査申立件数及び容認率、 1件 あた り

請求点数、DPCの 全入院 レセプ トに対す る請求件数 。点数の占める割合

等の審査委員や事務共助職員の体制及び取 り扱 うレセプ トの件数、特性 、

審査結果等を用いた評価指標を作成 し、示 していく必要がある。

ウ コス ト分析

手数料の公表にあたつては、中央会で早急に連合会のコス ト分析の統一

的な方法を検討す るとともに、各連合会において減価償去「、引当金、資産

評価、金利等現金外取引が記録 されない単式簿記か ら複式簿記への転換が

必要になってくる。なお、転換にあたつては複式簿記に対す る職員の十分

な理解 と体制の整備が必要である。

工.職員の事務共助体制の強化

総合システムの稼動によ り平成 23年 5月 か らは、審査担 当職員の審査

事務共助はこれまでの業務 に加 えて、算定ルール (※ 1)。 審査支援 (※

2)の点検業務の拡大や一次審査での突合・縦覧点検、資格点検、ロジカ

ルチェ ック、後処理 (査定に伴 う一部負担金の計算 )、 再審査業務、デー

タ分析、保険者点検、介護 との突合等が新たに入つて くる。 これ らの多岐
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にわたる審査事務共助は点数表 。医薬品集の熟知、画面操作の習熟等を前

提 としているので、この前提 も踏まえた審査事務共助能力の一層の向上に

向けた取 り組みの強化が強 く求められ るようになつている。

※ 1 算定ルール :点数表のルールをチェックす るものである。現在の 2,

000項 目を今年度末までに 4, 000項 目に拡大す

る。

※ 2 審 査 支 援 :集積 された審査の判定結果を踏まえ、審査に必要な項

目を整理 したもの。現在の 5, 000項 目を今年度末

までに 10, 000項 目に拡大す る。

② 中央会における取 り組み

ア.画面審査システムの充実

今後は電子 レセプ トに対す る審査が基本 となることから、画面上で電子

レセプ トをスムーズに処理できるよ うにす ることは審査支払業務の効率

化及び審査支払業務 の質の向上を実現 していく上で不可欠である。

画面システムは、支払基金 と競争す るための環境整備の基盤の一つであ

り、画面の見易 さや操作性 に配慮 した画面審査システムの更なる充実に向

けて開発 を続けていく必要がある。

なお、一次審査で突合・縦覧審査が円滑に実施できるよう、厚生労働省

に対 し法令の整備及び関連通知の発出を求める必要がある。

イ.審査基準の整備

同一の傷病名 と診療行為について、いろいろな病態 ごとの査定結果を積

上げて、全国国保連合会審査委員会会長会議等に諮 りながら、同一事例に

対す る審査委員会の判断に差異が生 じないよう、過去の判定結果の検索機

能や審査基準の設定など環境整備に向けた取 り組みを早急に実施 してい

く必要がある。

ウ.審査情報等の充実

審査情報等の充実は支払基金 との競争力を高めてい くうえで必要なも

のである。連合会・中央会において作成 され る情報は レセプ トの審査統計

や費用対効果比などがあるとともに、連合会・中央会以外か らの情報 とし

ては厚生労働省か ら出され る情報か ら IT技術の情報まで多 くの ものが

あるが、中央会はこういった情報をできるだけ収集・加工して連合会に適

宜・適切に提供 していく必要がある。

③ 国による整備等

保険者が委託先の審査支払機関を変更 した場合、医療機関が診療報酬の請

求先 を容易に把握できるようにす るため、保険者は被保険者証に委託先の審

査支払機関名を明示する等の制度的整備 を求める必要がある。

また、突合点検等を効率的に行 うための傷病名の統一、電子 レセプ トにか

かる審査支払機関共通の基盤部分のシステムについては、国が整備 して審査

支払機関に提供するよう求める必要がある。

更に、審査における疑義に対す る国の解釈は、審査決定を行 ううえで重要

な要件 となることか ら、その照会について迅速に対応す ることを求める。
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(3)レセプ ト請求の電子化と審査における基本的な考え方

電子 レセプ トに対す る審査を円滑に進 めるためには、レセプ ト請求の電子化

と審査における基本的な考え方を明確に しておく必要がある。

○ レセプ トの電子化は国の方針に基づいて進められているもの。

○ 紙 レセプ トに対 して行われてきた受付・事務点検・算定ルール点検・診療

内容点検等の審査事務共助 と審査事務共助 に基づ き審査委員が審査を行 う

方法に基本的な違いはない。

○ 審査事務共助及び審査は レセプ トの電子化に対応 したものに していく必

要がある。

○ 電子 レセプ トに対する審査事務共助 として、
。 算定ルールについては点数表に示 されているルールの点検を行 うもの。

・ 審査支援項 目については、過去の審査判定例や審査委員から要請のあ

った内容のチェックを行 うもの。

〇 システム上点検す る算定ルールや審査支援項 目は、審査事務共助や審査の

体制を踏まえて連合会が設定する。

○ 平成 23年 5月 か ら実施できることとなる突合点検及び縦覧点検は、レセ

プ トの電子化により実現可能 となった もの。なお、連合会における点検も実

施が可能であることを明確にする国の通知が予定 されている。

・ 突合点検は医薬分業により行われなくなった適応のない医薬品が処方

されていないか どうかを医科 レセプ トと調剤 レセプ トとを突合 してチ

ェックするもの。

・ 縦覧点検は点数表に示 されている複数月に 1回 といつたルールのチェ

ックを行 うもの。
。 いずれ も療養担当規則、診療報酬点数表に基づき行 うもの。

○ 医療機関にとつては総合システムの稼動により、一次審査で被保険者資格

チ ェックが行われ ることか ら被保険者証の不正使用な どによる未収金発生

の防止に資す るとともに、保険者の協力を前提 として、支払期 日の早期化が

実現可能 となる。

4.保 険者都 道府 県単位 化 に応 じた対応

(1)問題意識

現在、国で検討が進められている高齢者医療制度の見直 しに伴 う市町村国保

保険者の都道府県単位化の動きに対応 して、市町村保険者 と国保組合により設

立 された連合会の組織のあ り方や役割を どう考えるのか。

(2)新たな国保制度における連合会の役割
「高齢者医療制度改革会議」において、市町村国保の都道府県単位化につい

て、議論が進められている。その際の運営主体については現段階で未定である

が、者Б道府県または広域連合がなるパターンが想定 される。

① 現行の連合会における保険者 (国 保 口後期高齢者医療)支援業務

現行の連合会における国保及び後期高齢者医療の保険者支援業務につい

ては以下 (図表)の とお りであ り、審査支払事務はもちろんのこと、資格確
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認業務、給付確認業務、第二者行為損害賠償求償事務や特定健診等のデータ

管理業務などの保険者業務の支援または事務代行を行つている。

ただ し、その受託状況は各連合会において異なっている。

保 険料 口鳳 (個人 単 位 )

収 納 管理 (個 人単 位 )

鯰付 管 理 (個人 単 位 )

保 健 事 業 (健譲・ 保 健指 導 等 )

資 格 管 理 (個 人単 位 )資 格 管理 (世帯 単 位 )

:彗言麗妻電尋言塁ま:「 .ヽ「

保 険料 試 算 (算定 マ ニ ュアル )

綸 付 管理 (世帯 単 位 )

保 程 事
=(催

諄・ 保値 指 導 等 )

連 合 会 における保 険者 (国保・ 後期高齢者 医療 )支援 について (現行 )

被 保 険者 証 作 成

資 格 確 配
=薔

綸 付 確 認事 薔

第二 者 行 為求 償 事 務

そ の 他共 同処 理 (医壼 費通 知 作 成等 )

保健 事 業 支 援 (健 E9・ 保 健

デ ー タ管 理 等 )

審査支払率緒 (国 保・ 餞期 )

② 「高齢者医療制度改革会議」で示された運営主体の考え方
「高齢者医療制度改革会議」に提出された資料においては、保険者機能を

最大限発揮するため、都道府県と市町村が共同運営すべきとして、都道府県

では標準保険料率の設定等を、市町村では保険料の賦課・徴収、資格管理、

保健事業等の事務を、また、保険給付事務についてはどちらで行 うのか、更

に検討するとの考え方が示された。

しかしながら、運営主体が変更されても行 うべき保険者業務は変わらない

ものと考えられる。

都 道府 県 単 位 化 と した場 合 の 国保 の運 営 の ス キ ーム

…
……………………1          _

|.■1■■9'り,1幣Ψ 管■・■■1 1…維薦轟 .あ甚革
¨
ぞ基準ダ

・
凛繭お 1

1 算定 。会計の処理等         i

※高 齢 者 の 保 険料 は、 同一 世帯 の他 の現 役 世 代 の

保 険 料 と合 算 し、世 帯 主 が納 付

※厚 生 労 働 省 資 料 に よ る
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③ 新たな制度における連合会の保険者支援のあり方

国保を者『道府県と市町村が共同運営することとなっても、国保運営に係る

事務処理は、これまでと変わるものでないことから、連合会はこれまでの役

害1と 実績を活かし、運営主体である「都道府県」や 「市町村」に対する保険

者支援や事務代行を、以下 (図表)の ように積極的に役害1を 果たせるもので

ある。

新たな制度における連合会の役害Jについて (案 )

轟 合 全

保 険綸付 (現 役世代・ 高需 者 )

‐最 養 費 (高 霞 EI算等 )の 支綸 を含 む

「
~ 

難翻業務  ]
|●・ 付確認業務

1     第二者行為求償事務     J

その他共同事業 (医療費通知作成等 )

審査支払
=籍

観
警募t与暮霊亨

を

~     
撤保険者旺作成

~~贈
E断事棄

凛険料農算鰤定マニュ″い

保
雛 讐讐縫ぁ

保健

※ 保限霜 付事務 を都 道府 県 また は市町村 て行 うか は未定

(3)新たな国保制度に関するシステム開発等

新たな国保制度の移行に伴い、都道府県 と市町村の共同運営 とした場合の都

道府県システム (新規開発)及び市町村システム (改修)の 主な機能は以下 (図

表)の よ うなものが想定されるが、個々に開発 。改修を行えば経費や事務量は

膨大 となることか ら、連合会が積極的に保険者業務の一部を代行・支援すれば、

その経費や事務量の削減に寄与す ることが可能 となる。

特に、従来か らの保険者支援等のノウハ ウを活用 し、中央会はシステム開発

(標準システム)を行い、連合会は 「都道府県」または 「市町村」に代わつて

システムの運用や事務処理を代行 。支援す ることにより、者『道府県や市町村が

負担すべ きシステムの開発や運用管理に係 る経費についても大幅な削減が図

れ ることになる。

:   |―       -1

:   資格管理(世帯単位、高齢著:受給者証付与)

た
・   保険料賦課 (現役世帯 と高齢者 を別々に賦課 し.世帯で合算 )

保険料徴収 (世帯主からまとめて徴収 )

保険 V.・ 付 (現役世帯・ 高齢者 を含算 して支綸 )

給付管理 (現役世帯・ 高齢者別こ』1)

保健事業 (健鰺・ 保健指導等 )

保険綸 付事務 を都 道府 県 また は市町村 で行 うか は未定

０
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○ 標準保険料旱設定 (試算 )機能

○ 財政運営・調整構鮨 (市町村間の財政管理 )

新たな制度の移行に伴う主なシステム開発等について (想定 )

市町村システム (改修 1_

≪主 な構 餞》

○ 高齢者 を含め た被保 険者証 の作成機 能の追加

○ 高齢 者 の保険 料 を個 人単位に賦課で きる機能の追加

○ 現役世代・高齢者の保険料を含算して世帯主に賦課できる機能の追加

○ 保険輪付管理 機 能 (現役世薔・ 冨齢者 を含椰 した富 81覆姜費 の支輪等 )

0 輪付 管理機 能 (現役世帯・ 高齢者 BIJに 管理 )

※ 本資料の内害は、国保中央会の想定により作成したものである。

(4)都道府県単位化に向けた諸課題

国保の広域化は全年齢を対象 とす るまでの間、高齢者については都道府県単

位 の運営 を行 うが、高齢者以外は従来通 り市町村 と国保組合で運営す るため、

直ちに連合会の組織形態等の見直 しが必要になるものではない。

将来、国保の全年齢の広域化が実現 し、例えば、都道府県に単一化 された場

合には、市町村保険者 と国保組合か らなる連合会の組織形態、意思決定のあ り

方や会員負担金、手数料の考え方などについて、検討する必要がある。その際

には、連合会で支援 している介護保険や障害者 自立支援な どの市町村事業につ

いては継続 して実施するもの と考えられ、この点について も十分考慮す る必要

がある。

なお、地方公共団体の厳 しい財政状況や行政改革の推進状況に鑑みれば、都

道府県 自らが保険者 として新たな体制を整備 し、保険者業務を行 うことは考え

にくいので、連合会は、これまでの実績を活か し、単一保険者に対 して業務の

代行・支援 を積極的に行つていく必要がある。

5,組 織体 制 整備の必要性

以上 を実施 してい くためには以下のよ うな組織体制の整備が今後の課題 とな

る。

(1)組織体制の効率化・簡素化

近年、都道府県や市町村では厳 しい行政改革が実施 されてお り、連合会 とし

ても、保険者からの理解を得 るため、 IT化の進展に伴 う組織の効率化や簡素

化 に積極的に取 り組む姿勢をしっか りと示 さなければならない。

例えば、総務、経理、福利厚生等の間接部門の業務 を標準化 して集約化する

な ど、今後 も連合会間で効率化に向けた取 り組みを検討 していくことも考えら

ユ

ー‐

― ‐

― ‐

―‐

Ｗ

連 合会 が

事 務 代 行・ 支 援

○ 従来からの保険者支
援の実績がある

O 市町村、都道府県に
おける事務量が軽減で
きる

O 開発・改修にかかる
コス トの大幅な削減

○ 特に、保険給付事務
を代行することにょり、

都道府県・市町村では

保険給付関係のシステ
ムを維持管理する必要
がなくなる。
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れ る。

(2)安定的な組織運営

組織運営の継続的な安定化を図るためには、保険者である市町村及び国保組

合の財政状況が更に厳 しさを増 している状況を踏まえ、保険者の負担増を極力

抑制 しつつ、適正かつ迅速な業務運営 と必要な環境整備を鋭意進め、健全な財

政運営を図ることを基本 とするべきである。

① 健全な財政運営

IT化の推進に伴 う業務の効率化や人件費、諸経費の適正化、手数料の見

直 し等により確実に経費節減を実行 し、財政の健全性を高めていくことが必

要である。

また、事業計画立案においては、保険者ニーズに対応 した適正、迅速な業

務運営はもとより、歳入 と歳出のバランスを図 り費用対効果を意識 した計画

とす ることが重要である。特に、 IT化 の推進に伴 う業務の効率化や新たな

業務拡充を行 う場合は、保険者のニーズを十分踏まえ、理解を得 ることが不

可欠である。

併せて、業務の実績の把握 と評価を行 うとともに、必要に応 じて目標設定

等を行い、実効ある業務展開を目指す。

なお、後期高齢者医療制度の廃止に伴い、国保 と後期高齢者 を別々に取 り

扱 っている審査支払手数料 をどのよ うな取 り扱い とするのかについては連

合会共通の課題であるため、中央会に検討する場を設ける。

② 財政の透明性を高める取 り組み (コ ス ト分析 )

上記のような手数料の適切な設定や見直 しには、財政運営の透明性を高め、

保険者か らの信頼を得た うえでなければ実現できない。

現在、多 くの連合会では単式簿記が会計処理の手法 として導入 されている

が、個々の事業 レベルでコス ト分析ができず、問題 を発見 し難いなどの指摘

があるのも事実である。こうした状況を踏まえ、複式簿記を導入することで、

更なる会計処理の明確化、コス ト分析に向けた取 り組みが可能 となると考え

られ る。

このため、中央会に連合会の実情を踏まえて、統一的な処理について検討

する場を速やかに設 ける。

連合会の経理事務は厚生労働省通知に基づいていることから、複式簿記の

導入に際 しては、厚生労働省に通知の改正を求める必要がある。

(3)職員の人材育成等

更なる IT化の進展や保険者の広域化 などにより、業務内容の変化や連合会

の役害」が拡大 していくもの と予想 される。連合会の業務が多様化、複雑化、高

度化す る中で、新規事業や課題に柔軟かつ適切に対応できる人材の育成が急務

である。    、

具体的な人材育成策は、基本的には連合会が取 り組むべきものであるが、中

央会は、集合研修で行 うことがより効果的な研修 (中 央情勢の取得、他県 との

情報交換、人的ネ ッ トワークの構築、問題意識の共有等)を 開催する役割 を担

う。
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① 研修事業の充実・強化

ア.専門研修の充実

平成 6年度か ら従来の業務別研修に加え、階層別の研修を実施 してきた

ところであるが、今後、高度化、多様化す る業務 を確実に遂行す るための

能力 (行政能力、法務能力、 IT能 力、企画能力等)の育成強化を図る研

修の実施に取 り組む必要がある。

イ.審査研修の拡充 口強化

審査研修の拡充については、連合会 としてより充実 してい く必要がある

が、中央会 としても連合会の研修を補完す るため、画面上で レセプ トの処

理を適切に行えるよ うにすること、画面の機能を自由自在に操作できるよ

うにす ること、などを目的 としてブロック別研修や中央会で実施 している

エキスパー ト研修な どを実施 してきている。

今後は、平成 23年 5月 以降の連合会における審査事務共助の大幅な拡

大を念頭に置いた中央会研修に変更充実 していく必要があ り、その際は連

合会の要望等を踏まえたものにしてなければならない。

いずれに しても連合会職員が審査機 関 として質の高い審査 を行 えるよ

うな事務共助をしていくためには、一次審査における突合 。縦覧点検、再

審査業務、審査データの分析等に係 る内容を取 り入れた、充実 した研修に

してい く必要がある。

また、審査事務共助の充実は今後ますます重要になることか らこのため

の資格認定制度の導入を具体的に検討 していく必要がある。

ウ.外部研修会への参加

連合会業務 にかかわ らず幅広 く知識 を得 ることができる外部研修会ヘ

の参加 も必要である。

② 職員の意識改革

職員の能力を十分に発揮 し、保険者か らめ信頼に基づ く業務運営が可能 と

なるよ う、以下のような視点で職員の意識改革を推進 し、仕事への意欲高揚

を図ることが必要である。

ア.保険者の多様な二一ズヘの積極的対応

保険者は制度運営が困難な中の様々な取 り組みを行 つてお り、これを支

援す るため従来か ら積み上げてきた専門的なノウハ ウや各種保有情報等

を活用 し、保険者の多様 なニーズに積極的に対応す る。

イ.コ ス ト意識の徹底

常にコス トを意識 して業務にあた り、効果・効率性等を考慮 した上で、

保険者支援に臨む。

ウ.コ ンプライアンスの更なる徹底

コンプライアンス意識 を徹底する。また、連合会は保険者か らの委託業

務において膨大な個人情報等の情報資産を有 していることか ら、情報セキ

ュ リティの更なる充実を図る。
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工.活力ある組織づくりの取り組み

職員提案制度による事務の管理改善や人事評価制度の導入による日標

の明確化、達成度の評価など、活力ある組織づくりに向けた取 り組みを行

う。

③ 人事交流

連合会間または中央会 と連合会 との積極的な人事交流に取 り組むことに

より、組織活性化の促進や職員の資質向上 (業務実態の把握、ノウハウの習

得)を図る。これにより、組織間の問題意識の共有につながり、全国共通の

連合会業務への反映や相互の意思疎通の向上にも資することとなる。

なお、者6道府県、市町村保険者等への職員の派遣等の人事交流等について

も、連合会の人材育成のみならず保険者等への支援業務を更に強化する観点

から取 り組む必要がある。
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